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安心して払える国民健康保険料の実現とだれでも必要な医療を受

けられることを求めることについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要   旨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 長引く不況と経済格差の広がりはますます市民生活を圧迫してお

り，市民の暮らしは困難の度合いを強めています。 

 このような中で，市民の健康を守るとりでであるべき国民健康保

険制度も危機に瀕しています。 

 新潟市の国保は８割が所得200万円以下の世帯で占められており，

また，保険料の滞納世帯は27％を超え，実に４件に１件が保険料を

払えていない状況です。今後，国保料がこれ以上引き上げられるこ

とがあるなら滞納世帯がますます拡大することは明らかです。市民

が安心して払える保険料とすることが急務です。 

 国保財政が危機に瀕している最大の原因は，国庫負担の削減にあ

り，国において国庫負担の引き上げがなされるべきことは言うまで

もありません。しかし，市民が安心して払える国保料とするために

は，国保会計のみで賄うことは到底不可能であり，引き上げをしな

いだけの一般会計からの適切な繰り入れを行うことが必要と考えま

す。 

 また，資格証の発行されている世帯であっても受療権は確保され

なければならないものであり，手おくれになるような事態が万が一

にも起こらないよう医療機関に徹底するなど，必要な施策を丁寧に

進めることが求められます。 

国民健康保険を安心して払える保険料にし，また資格証の世帯を

含めだれもが必要な医療を受けることができるよう下記事項につい

て陳情いたします。 
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記 

 

１ 国保会計に一般会計から他の政令市並みの繰り入れを行い，国

保料の引き下げを行うこと。 

 

２ 資格証の発行をやめること。また，資格証所持者でも医療が必

要となった際には受療を妨げられることのないよう，必要な措置

を講ずること。  

 


